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教育長 

開会の宣言 

会議録署名委員の指名 中村委員、永井委員を指名 

会議に付する案件 

議案第 46号 奨学生の決定について 

議案第 47号 伊勢市社会教育委員の辞任の承認及び補欠委員の委嘱に 

ついて 

  

議案第 46号は個人情報に関することとなるため、伊勢市教育委員会会議規則

第 14条の規定において非公開とする旨、教育長から提案され承認。 

 

教育長報告 

 前回の教育委員会以降の報告をします。 

新型コロナウイルス感染症については、市内において感染者の報告がありま

したが、今のところ大きな感染拡大は見られません。各小中学校・幼稚園や市立

体育館など各施設においては、感染拡大防止に向けた取組を日常的に行ってい

るところです。 

 今年は、ほとんどのイベントや大会が中止または延期を検討中となっていま

すが、各小中学校ではこのようなコロナ禍の中でも、子どもたちの健やかな学び

を保障するため、学校行事は内容や方法、実施時期などを工夫して実施する予定

です。特に、修学旅行については小学校は奈良京都など関西方面から伊賀や東紀

州など県内へ、中学校は関東方面２泊３日から県内又は和歌山県へ 1 泊２日に

変更して実施する予定です。 

 毎年、1000 人以上の方に来場いただいていた科学創作展は、担当の校長先生

方の努力により Webでの公表としています。 

 また、議案第 45号「小中学校教育用タブレット端末の取得について」は９月

11日付けで臨時代理し、議会に提出しましたのでご了解ください。 

私からは以上です。 

 

教育長 

それでは議事に入ります。 

議案第 46号「奨学生の決定について」を議題といたします。 

事務部長から提案説明を行います。 

 

（以下、審議内容については非公開） 

 

（原案どおり承認） 

 

教育長 

つづきまして、議案第 47号「伊勢市社会教育委員の辞任の承認及び補欠委員

の委嘱について」を議題といたします。 



事務部長から提案説明を行います。 

 

事務部長 

 ２ページをご覧ください。 

これは、伊勢市社会教育委員設置条例第４条及び第５条の規定に基づき委員

の辞任を承認し、新たに補欠委員を委嘱しようとするものでございます。 

なお、詳細につきましては社会教育課から説明をいたしますので、よろしくご

審議を賜りますようお願い申し上げます。 

 

社会教育課長 

 議案第 47号「伊勢市社会教育委員の辞任の承認及び補欠委員の委嘱につい

て」ご説明いたします。 

 これは、推薦団体であります連合三重伊勢志摩地域協議会の役員改選により

まして委員変更の申し出がありましたことから、伊勢市社会教育委員設置条例

第４条及び第５条に基づきまして、お手元の議案のとおり辞任を承認し補欠委

員を委嘱しようとするものでございます。本日教育委員会でご承認をいただき

ましたならば、令和２年９月 24日をもって西村淳委員の委嘱を解き、残任期

間の令和２年９月 25日から令和４年５月 31日までを辻村幹人様に委嘱させて

いただく予定でございます。 

 以上、議案第 47号「伊勢市社会教育委員の辞任の承認及び補欠委員の委嘱

について」をご説明申し上げました。 

 何卒よろしくお願いいたします。 

  

教育長 

ただ今、社会教育課から説明をいたしましたが、ご意見ご質問はございません

か。 

 

教育長 

ご意見ご質問も無ければ、採決を採りたいと思います。 

議案第 47号「伊勢市社会教育委員の辞任の承認及び補欠委員の委嘱について」

は、原案どおりお認めいただくことにご異議ございませんか。 

 

 〔異議なしの声〕  

 

 

異議なしとのことでございます。よって、議案第 47号「伊勢市社会教育委員

の辞任の承認及び補欠委員の委嘱について」は、原案どおり承認することに決定

をいたしました。 

 

教育長  

 以上で本日の審査案件はすべて終了いたしました。 



委員の皆さんから何かございましたらお願いいたします。 

 

教育長  

特にないようですので、これをもちまして教育委員会を閉会いたします。 

 

 


